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　　　　が応急手当を行うことができるよう講習会等の開催に努めました。

　　　イ　情報公開の推進

　　　　　住民に信頼される開かれた行政を目指して、情報公開をはじめ、情報

　　　　提供に努めました。

　　　ウ　住民の安全な暮らしを支援

　　　　　家庭や職場などで、救急、事故、災害などが起こったとき、住民の方

ア　人材育成の推進

限られた人的資源の中で、効率的、効果的に事務処理を遂行するため

分権型社会に対応していくためには、職員一人ひとりの意識改革はもと

より、職員の能力を最大限に引き出すことが必要です。

このため、職員研修の充実及び人事評価制度の推進に努めました。

　　　　財政運営全般について見直しを行い、自主財源の確保をはじめ、限られ

　　　た財源のなかで有効かつ効率的な予算配分を行いました。

　　⑹　その他

　　　　人事院、県人事委員会の勧告等を踏まえ、職員給与及び非常勤職員報酬

　　　の適正化に努めました。

　　⑸　経費削減等の財政効果

　　　安全な生活に直結することから、消防職員数の取扱いは、慎重を期するこ

　　　ととしました。

　　⑷　手当の総点検をはじめとする給与の適正化

　　⑶　定員管理の適正化

　　　　再任用制度や任期付職員制度の導入等により職員数の抑制を図り、定員

　　　適正化の目標を設定しました。ただし、消防業務については、住民の安心

　　　に留意し、指定管理者制度の活用に取り組みました。

　　　率的な組織機構に見直しました。

　　⑵　民間委託等の推進

　　　　「民間にできることは民間に」の観点から、費用対効果を考慮しつつ、

　　　民間事業者等を積極的に活用し、行政運営の効率化とサービスの向上を図

　　　りました。

　　　　また、公の施設のありかたについては、サービスの向上と運営の効率化

　　　　事務事業の見直しを積極的に進め、職員数の減少に対応できる簡素で効

Ⅰ　概要

　１　推進期間

　　　平成２３年度から平成２７年度までの５年間としました。

　２　行政改革推進項目

　　⑴　事務事業の再編・整理、廃止・統合
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３　実施結果

実施
一部
実施

１
組織機構改革・事務分
掌の見直し

１
組織機構改革・事務分掌の見直
し

○

２ 事務事業の見直し １ 事務事業評価の実施 ○

１
浄化槽清掃事業の事業方針の決
定

○

２
休日救急歯科診療所の業務の見
直し

○

１
指定管理者制度の推進(老人ホー
ム・デイサービスセンター)

○

２
指定管理者制度の推進(広域斎
場)

○

１ 給食業務の民間委託 ○

２ 賦課徴収業務の民間委託 ○

１ 定員適正化計画 １ 人件費の抑制 ○

２ 任用管理の見直し １
再任用制度、任期付職員制度の
導入

○

１ 給与の適正化 ○

２ 勤務時間の割振りの弾力化 ○

２ 報酬の適正化 １ 非常勤職員報酬の適正化 ○

１ 前年度を上回る収納率の達成 ○

２ 広告料収入の確保 ○

１ 事務執行経費の削減 ○

２ 入札対象事務の拡大 ○

３ 不用備品の有効活用(水平展開) ○

１ 使用料の見直し ○

２ し尿処理手数料の見直し ○

３ 火葬炉使用料等の見直し ○

４ 減免制度の見直し ○

１ 人材育成基本方針の策定 ○

２ 職員研修の充実 ○

３ 人事評価制度の推進 ○

１ 広報活動の充実 ○

２ 財務状況等の情報公開 ○※

３
住民の安全な暮らしを
支援

１ 応急手当の普及 ○

計 6 15 28 27 1

６ その他

１ 人材育成の推進

２ 情報公開の推進

１

５
経費削減等の財政
効果

１ 歳入の確保

２ 歳出の削減

３ 受益者負担の適正化

平成２７年度末現在

大　分　類 小　分　類 実　施　項　目
取 組 状 況

※６－２－２（財務状況等の情報公開〔財務書類４表の公開〕）については、平成２８年度決算分から実施予定

１
事務事業の再編・
整理、廃止・統合

３ 事務事業の廃止・縮小

給与の適正化

２ 民間委託等の推進

１
公の施設の指定管理者
制度の活用

２ 事務事業の民間委託

３ 定員管理の適正化

４
手当の総点検をは
じめとする給与の
適正化
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実施項目 効果額

1 3 2
休日救急歯科診療
所の業務の見直し

985

2 2 1
給食業務の民間委
託

8,398

3 1 1 人件費の抑制 193,969

5 1 1
前年度を上回る収
納率の達成

6,429

5 1 2 広告料収入の確保 120

5 2 2
入札対象事務の拡
大

218,463

5 2 3
不用備品の有効活
用

35

5 3 1 使用料の見直し 91

5 3 3
火葬炉使用料等の
見直し

39

5 3 4 減免制度の見直し 3,708

効果額合計 432,237 千円

実施項目 効果額

2 2 1
給食業務の民間委
託

8,398

調整後の
効果額合計

423,839 千円

平成25年4月から給食業務を民間委託した
ことにより経費の削減

平成24年4月1日付けで山武郡市広域行政組
合立火葬場の設置及び管理に関する条例の
一部改正（待合室追加使用料追加）

平成25年4月1日から生保減免を廃止したこ
とにより当該減免額の比較から算出

【 調整 】人件費の抑制(３－１－１)と、各取組の人件費削減の重複分

分類NO. 効果額の説明

平成24年4月1日付けで山武郡市広域行政組
合使用料条例の一部改正により使用料の歳
入比較から算出

人件費の決算額の比較から算出

未納額の比較から算出

平成27年4月から広告掲載基準を施行し歳
入確保を図った。

平成27年度の予算額と契約額の比較から算
出

水平展開処理（１件）の備品取得額から算
出

平成25年4月から給食業務を民間委託した
ことにより経費の節減

Ⅱ　財政効果

　第２次山武郡市広域行政組合集中改革プラン（平成２３年度～平成２７年度）

に計上された２８の実施項目のうち財政的な効果が結果として出た項目について

平成２２年度又は実施前の年度と最終年度である平成２７年度との差額により算

出したものです。財政的な効果額は次のとおりです。

（単位：千円）

分類NO. 効果額の説明

平成23年10月から休日救急歯科診療所の診
療時間の変更により経費の節減
午前9時～午後4時→午前9時～正午
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1

1

1

継続

　地方行政の進展、住民ニーズの多様化に対応し、適切かつ効率的に事務
処理を行うとともに、職員数の減少に対応できる簡素で効率的な組織機構
の整備を図るため、組織機構改革及び事務分掌を継続的に見直す。

取 組 方 針

１　平成２５年度に会計管理者の補助組織について、簡素で効率的な職員
　の適正配置を可能とするため、平成２６年度から会計管理者の職務の級
　を７級から６級以上とし、会計課を出納室とした。

２　平成２６年度に消防本部警防課及び予防課について、事務分掌の見直
　しを行った。
　　構成市町からの要望により、平成２７年度から手話奉仕員養成研修事
　業を規約事務として追加し、保健福祉課で実施している。

３　平成２７年度に構成市町からの要望により、行政不服審査法（平成
　２６年法律第６８号）第８１条第１項に規定する機関の設置及び運営に
　ついて、共同処理する事務として追加し、総務課の事務分掌とした。
　
４　課長（所長）専決事項の追加
　　平成２３年度　なし
　　平成２４年度　１件(保健福祉課)
　　平成２５年度　１件(環境衛生課)
　　平成２６年度　２件(環境衛生課)
　　平成２７年度　３件(環境衛生課)

１　組織機構改革
　　共同処理の今後の変革を含め、随時に組織改革に取り組む。
２　事務分掌の見直し
　　事務分掌全般にわたる見直しを行う。
３　意思決定時間の短縮等
　　意思決定時間の短縮や責任所在の明確化に取り組む。

　組合組織の効率的、効果的な組織機構の構築と事務事業の整理合理化を
図るとともに、意思決定時間の短縮、責任所在の明確化を図る。

終 期 の 達 成
数 値 等

取 組 内 容

　平成２２年度の組織改編において、環境アクアプラント及び広域斎場を
統合して環境衛生課を設置した。総務課及び企画課の業務を見直し、総務
課及び企画財政課に再編した。併せて、事務分掌の変更を行った。

　１所属減とした。

第 １ 次

実

績

第 ２ 次

組織機構改革・事務分掌の見直し

Ⅲ　具体的な取組結果

大 分 類

担 当 所 属

実 施 項 目

小 分 類

事務事業の再編・整理、廃止・統合

組織機構改革・事務分掌の見直し

第１次からの継続性　総務課

-4-



１

２

１

継続

実 施 項 目 事務事業評価の実施

担 当 所 属

大 分 類 事務事業の再編・整理、廃止・統合

小 分 類 事務事業の見直し

第１次からの継続性　企画財政課

取 組 方 針

　個々の事務事業を評価し、事務事業の妥当性、有効性、効率性、公平性
等を検証する。
　この結果を行財政改革、予算編成等に反映することにより、事務事業の
適正化及び質の向上並びに職員の意識改革を目指す。

取 組 内 容

　事務事業評価を実施し、事務事業のＰＤＣＡ（Plan 計画 ― Do 実施 ―
Check 評価 ― Action 改善）マネジメントサイクルを回し、継続的な事務
事業の見直しを行う。

終 期 の 達 成
数 値 等

　事務事業の効率的な評価、見直しが実施でき、予算と人材を有効に活用
することができる。

実

績

第 １ 次

　平成２１年度　事務事業評価システムを構築した。
　平成２２年度　一部事務事業において評価を実施した。（一部試行）

第 ２ 次

　平成２１年度　事務事業評価システムの構築
　平成２２年度　継続事業：Ａ判定２件　Ｂ判定３６件　Ｃ判定７件
　平成２３年度　新規事業：１件　実施しない１件
　　　　　　　　継続事業：Ｂ判定１０件　Ｃ判定６件
　平成２４年度　新規事業：１件
　　　　　　　　継続事業：Ａ判定１件　Ｂ判定１７件　Ｃ判定２件
　平成２５年度　継続事業：Ａ判定１件　Ｂ判定１４件　Ｃ判定４件
　平成２６年度　継続事業：Ａ判定３件　Ｂ判定２０件
　平成２７年度　継続事業：Ａ判定１件　Ｂ判定２１件

　Ａ：予算を増額して実施
　Ｂ：現状手法等を継続
　Ｃ：手法等を見直し継続
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１

３

１

新規

実 施 項 目 浄化槽清掃事業の事業方針の決定

担 当 所 属

大 分 類 事務事業の再編・整理、廃止・統合

小 分 類 事務事業の廃止・縮小

第１次からの継続性　環境衛生課(総務課と連携し実施)

取 組 方 針

　浄化槽業務（浄化槽清掃、浄化槽管理）について、今後のあり方を総合
的に検討し、事業方針を決定する。

取 組 内 容

　浄化槽清掃及び浄化槽管理の契約件数を考慮しながら、今後の事業の継
続について調査検討し、事業方針を決定する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　決定した事業方針に沿って事業を実施する。

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　平成２４年度に、組合の方針として今後１０年間は浄化槽業務を継続す
ることを決定した。
　構成市町に方針を説明し、当分の間は継続することで了承を得たが、１
０年間の継続計画については了承が得られていないため、毎年度、構成市
町に契約の継続について依頼を行った。
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１

３

２

継続

実 施 項 目 休日救急歯科診療所の業務の見直し

担 当 所 属

大 分 類 事務事業の再編・整理、廃止・統合

小 分 類 事務事業の廃止・縮小

第１次からの継続性　保健福祉課

取 組 方 針

　休日救急歯科診療所の業務の見直しを図ることにより、経費の削減を図
る。

取 組 内 容

　山武郡市歯科医師会との協議に基づき具体的な見直しを実施する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　単年度の事業収支を３０％改善する。

実

績

第 １ 次

　山武郡市歯科医師会と診療時間の短縮及び嘱託医報酬の変更について、
協議を行った。

第 ２ 次

　平成２３年１０月から診療時間の短縮及び嘱託医報酬の変更を実施
　診療時間
　（変更前)９:００～１６:００ ⇒（変更後)９:００～１２:００
　嘱託医報酬
　　休日・お盆
　　（変更前）６０,０００円 ⇒（変更後）４３,０００円
　　年末年始
　　（変更前）７２,０００円 ⇒（変更後）５８,０００円
　非常勤職員報酬
　　歯科衛生士
　 　 休日・お盆
　　　（変更前）１２,０００円 ⇒（変更後）　８,６００円
　　　年末年始
　　　（変更前）１６,２００円 ⇒（変更後）１１,６１０円
　　事務員
　　　休日・お盆
　　　（変更前）　８,０００円 ⇒（変更後）　５,７００円
　　　年末年始
　　　（変更前）１０,８００円 ⇒（変更後）　７,６９５円
　[歳出]嘱託医報酬と非常勤職員報酬の合計（決算額）の比較
　　平成２２年度　　　６,００３,００８円
　　平成２７年度　　　４,６３７,２３２円
　　（平成２２年度比　１,３６５,７７６円の減）
　[収支]
　　平成２２年度　　△４,６８４,７４０円
　　平成２７年度　　△３,６９９,５９９円
　　（平成２２年度比　２１.０％改善）
※診療時間の短縮及び嘱託医報酬の変更を実施したことにより、歳出（決算額) で１,３６５千円
（２２.７％改善）の削減が図れたが、収支では、歳入において、来院患者数の動向及び診療内容
などの不確定要素があるため、９８５千円（２１.０％改善）となった。
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２

１

１

継続

取 組 方 針

　指定管理者制度（民間能力の活用）の導入によって、経費の削減及び質
の向上が見込めるか検証し、効果が見込める場合は導入を図る。

大 分 類 民間委託等の推進

小 分 類 公の施設の指定管理者制度の活用

実 施 項 目 指定管理者制度の推進（養護老人ﾎｰﾑ及びﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

担 当 所 属 　養護老人ホーム 第１次からの継続性

取 組 内 容

　第１次集中改革プランで実施した調査結果から、指定管理者制度の有効
性を検証し、導入についての方針を決定する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　指定管理者制度の導入により経費の削減が図れ、市町の負担金が平成２
２年度以下になる（公債費を除く）。

実

績

第 １ 次

　県内公立養護老人ホームに対して、指定管理者制度の実施状況の調査、
導入している施設及び平成２３年度から導入予定の施設の視察を行った。

第 ２ 次

　平成２４年度に県内の指定管理者制度導入状況を調査・分析・検討した
結果、経費の削減を一番の目的として導入している団体が多く、当施設に
おいては、すでに経費の削減は行ってきていることから、制度導入時に他
団体と同条件で指定管理料を支払う場合、経費の削減とはならなかった。
　また、制度導入団体と現在の当施設の入所者一人当たりに係る経費を比
較しても、下回っている状況のため、当施設へ導入した場合の財政効果は
見込めないと判断し、現状の形態で運営していく結論に至った。
　構成市町に検討結果の説明を行い、現状の形態で運営していくことで同
意を得た。
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２

１

２

継続

取 組 方 針

　第１次集中改革プランにおいて、斎場への指定管理者制度導入を直ちに
実施するメリットはないとの結論を得たが、今後も調査検討を行い導入の
可能性を探る。

大 分 類 民間委託等の推進

小 分 類 公の施設の指定管理者制度の活用

実 施 項 目 指定管理者制度の推進（広域斎場）

担 当 所 属 　環境衛生課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　一定の期間を置いて再度各団体の状況を調査し、指定管理者制度導入に
よる経費の削減及びサービスの向上が見込めるか検証を行い、事業方針を
決定する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　決定した事業方針に沿って事業を実施する。

実

績

第 １ 次

　県内の火葬場に対し、指定管理者制度の実施状況を調査するとともに、
導入施設の視察を行った。
　調査の結果、現時点では、以下の２点の理由により広域斎場へ指定管理
者制度を導入しないこととした。

　導入しない理由
　１　効果的な総経費削減が見込めない。
　２　大幅なサービス向上が見込めない。

第 ２ 次

　平成２５年度に県内１５団体に対して、書面での調査を実施した結果、
７団体が指定管理者継続、８団体が指定管理者未導入であり平成２２年度
調査時から変更は無かった。
　今回の調査結果を踏まえ、現状の事業費等の状況及び今後の施設改修計
画に基づき考察した結果、現段階では経費面、サービス面においてメリッ
トが無く、また大規模改修を控えた現時点で指定管理者制度を導入するこ
とは、時期的に適当ではないとの判断から、平成３０年度に再度検討する
こととした。
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２

２

１

継続

取 組 方 針

　養護老人ホームの給食業務を民間業者へ委託することにより、入所者の
健康状態に合わせた柔軟なメニューの対応及び経費の削減等が図られるか
検証し、効果が見込める場合は民間委託を行う。

大 分 類 民間委託等の推進

小 分 類 事務事業の民間委託

実 施 項 目 給食業務の民間委託

担 当 所 属 　養護老人ホーム 第１次からの継続性

取 組 内 容

　給食業務委託における経費削減効果等を検証し、方針を決定する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　適正な運営のもと、給食業務の経費削減が図られる。

実

績

第 １ 次

　県内公立養護老人ホームにおける給食業務の民間委託実施状況の調査を
行った。

第 ２ 次

　平成２５年度から調理業務を民間業者へ委託し経費の節減を図った。

　平成２４年度調理業務経費（人件費）
　　５名（職員４名・非常勤職員１名）　２５,７６５千円
　平成２５年度調理業務委託料　　　　　１６,８８４千円
　　　　　　　　　　（対平成２４年度比　８,８８１千円減）
　平成２６年度調理業務委託料　　　　　１７,３６７千円
　　　　　　　　　　　　　　（消費税増税分,４８３千円増）
　平成２７年度調理業務委託料　　　　　１７,３６７千円

　　平成２４年度　　　　 平成２７年度　　　　　節減額
　２５,７６５千円　―　１７,３６７千円　＝　８,３９８千円
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２

２

２

新規

取 組 方 針

　清掃（し尿、浄化槽清掃及び浄化槽管理）手数料の賦課徴収事務につい
て、民間業者への業務委託により経費削減が見込めるか検証し、効果が見
込める場合は委託を行う。

大 分 類 民間委託等の推進

小 分 類 事務事業の民間委託

実 施 項 目 賦課徴収業務の民間委託

担 当 所 属 　環境衛生課 第１次からの継続性

取 組 内 容

１　民間委託する場合と職員が実施する場合の費用の比較検討を行う。
２　既に民間委託を行っている自治体の調査研究を行う。

終 期 の 達 成
数 値 等

　長期的にコストの削減が図れる場合は、賦課徴収事務を民間委託する。

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　賦課徴収事務の民間委託による経費削減効果は見込まれないため、平成
２７年度に現状どおり職員が行う方針で決定した。
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３

１

１

継続

取 組 方 針

　行政の効率化、市町負担金の抑制のため、民間委託の推進、臨時職員、
非常勤職員の活用により、職員数を適正化し、人件費総額の抑制を図る。
　なお、消防職員については、消防庁が示す消防力の整備指針に基づく人
員数を大きく下回っていることから、住民の安心安全な生活を守るために
も必要数の確保を図る。

大 分 類 定員管理の適正化

小 分 類 定員適正化計画

実 施 項 目 人件費の抑制

担 当 所 属 　総務課(消防本部総務課と連携し実施) 第１次からの継続性

取 組 内 容

　消防職員の定員管理は業務内容の特殊性などから運用を別にしてきた
が、今後は組合全体で一体的に管理するとともに職員配置の見直しを行う
ことにより人件費総額の抑制を図る。

終 期 の 達 成
数 値 等

　職員増減数
　　消防職員　　　　１５人
　　消防職員以外　△１５人
　累計人件費増減額
　　消防職員　　　　４１５,３０５千円
　　消防職員以外　△２０４,９７３千円

実

績

第 １ 次

　平成２２年３月に定員適正化計画（平成２２年度～平成２６年度）を策
定し実施した。

第 ２ 次

　平成２６年度末で第１次定員適正化計画（平成２２年度から平成２６年
度までの５年間）が終了となったため、引き続き、定員適正化に取り組む
ため、「第２次定員適正化計画」（平成２７年度から平成３１年度までの
５年間）を策定した。

定員適正化計画達成率
　消防職員　　　　 １００％(１５人増→１５人増)
　消防職員以外　１２６.７％(１５人減→１９人減)
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３

２

１

継続

取 組 方 針

　人件費の抑制（3-1-1）の取組により、職員数を削減（消防職員を除
く。）する一方で、行政サービスが低下しないよう、再任用制度及び任期
付職員制度の有効性を検証し、当該制度の活用を図る。

大 分 類 定員管理の適正化

小 分 類 任用管理の見直し

実 施 項 目 再任用制度・任期付職員制度の導入

担 当 所 属 　総務課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　既に導入している自治体の調査研究を行う。
　組合において最適な制度を導入する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　組合において最適な制度を導入する。

実

績

第 １ 次

　再任用制度については、構成市町の実施状況を調査し、実績が少ないた
め導入を見送った。

第 ２ 次

　平成２６年度末定年退職者に対し、再任用の希望調査を実施したところ
再任用希望が１名あった。
　この希望者に対し、面接による評定をし、再任用選考委員会を開催し選
考した。この結果、平成２７年度にフルタイム勤務で再任用することとし
た。

　任期付職員制度導入について、該当となる業務及び運用方法について検
討したが、有効活用が見込めないため、導入を見送ることとした。
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４

１

１

継続

取 組 方 針

　人事院勧告・千葉県人事委員会勧告に準じた改正を行い、県や構成市町
との均衡を図るとともに、特殊勤務手当の見直しを行い、人件費の適正化
に努める。

大 分 類 手当の総点検をはじめとする給与の適正化

小 分 類 給与の適正化

実 施 項 目 給与の適正化

担 当 所 属 　総務課 第１次からの継続性

取 組 内 容

１　各年度ごとの人事院勧告・千葉県人事委員会勧告に基づき、給与条例
　を改正する。
２　近隣団体の特殊勤務手当を調査研究し、必要に応じ見直しを行う。

終 期 の 達 成
数 値 等

　国、県及び構成市町と均衡の取れた給与制度を実現する。
　また、住民の理解が得られるような特殊勤務手当の制度とする。

実

績

第 １ 次

　県や構成市町との均衡の取れた人事院勧告・千葉県人事委員会勧告に準
じた給与改正を実施した。

　特殊勤務手当削減による累計財政効果額（歳出）
　　△２,０６０千円（対平成１９年度　平成２０・２１年度累計）

第 ２ 次

　人事院勧告・千葉県人事委員会勧告による削減額
　平成２３年度給料表改定（引下げ）　　３,８００千円
　平成２４年度給料の現給保障額減額　　１,５００千円
　平成２５年度給与減額支給措置　    ５３,４０８千円
　　給料表の改定（若年層増額）　    △４,２９０千円
　　通信業務に係る特殊勤務手当削除　     ４６５千円
　平成２６年度給料表、通勤手当、勤勉手当の改定（引上げ）
　　　　　　　　　　　　　　　    △３２,８２６千円
　平成２７年度給料表、勤勉手当の改定（引上げ）
　　　　　　　　　　　　　　　    △１８,２７２千円
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４

１

２

新規

取 組 方 針

　行政の効率化、市町負担金の抑制のため職員数を削減する中で、少ない
人員で公務を運営していくこととなる。
　このような状況の下、限られた勤務時間を有効的に活用し時間外勤務の
縮減を図るため、勤務時間の割振りの弾力化を図るとともに、その他の制
度の活用を促進する。

大 分 類 手当の総点検をはじめとする給与の適正化

小 分 類 給与の適正化

実 施 項 目 勤務時間の割振りの弾力化

担 当 所 属 　総務課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　弾力的に勤務時間の割振りができるよう制度化を図る。
　時間外勤務の代休及び振替制度の更なる活用を促進する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　勤務時間の割振りの弾力化並びに代休及び振替制度により、時間外勤務
手当の抑制を図る。

　目標制度利用率　　一般職　 １５％
　　　　　　　　　　消防職　０.１％

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　平成２３年度から平成２７年度までの累計算出
　週休日の振替利用による時間外勤務手当縮減額
（週休日の振替利用時間数×平均時間外勤務単価〔１３５/１００〕）
　平成２３年度　 １,１９６時間×＠２,５８２＝３,０８９千円
　平成２４年度　 １,０６１時間×＠２,５７９＝２,７３７千円
　平成２５年度　　　７１６時間×＠２,５６６＝１,８３８千円
　平成２６年度　　　７０５時間×＠２,５３７＝１,７８９千円
　平成２７年度　 １,０６０時間×＠２,４７２＝２,６２１千円
                       　　　　　  合計　　１２,０７４千円

　平成２７年度振替制度利用率
　　一般職　２５.２％
　　消防職　　１.４％
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４

２

１

継続

取 組 方 針

　非常勤職員の職務と報酬のバランスを考慮し、報酬の適正化を図る。

大 分 類 手当の総点検をはじめとする給与の適正化

小 分 類 報酬の適正化

実 施 項 目 非常勤職員報酬の適正化

担 当 所 属 　総務課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　適正な非常勤職員報酬を調査検討する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　適正な非常勤職員報酬を検討し、報酬の適正化を図る。

実

績

第 １ 次

　各所属において他団体の報酬額を調査し、情報収集のみを実施した。

第 ２ 次

平成２３～２５年度
　構成市町及び近隣一部事務組合の実施状況調査を実施し、検討したとこ
ろ、当組合の状況については適正な水準と認められたため、次年度におい
ては現状維持とした。

平成２６年度
　構成市町及び近隣一部事務組合の実施状況を調査し、検討したところ、
当組合の非常勤職員報酬の状況については適正であったが、今後の千葉県
の最低賃金の動向により改定を検討することとした。

平成２７年度
　平成２７年１０月１日から千葉県の最低賃金が時間額７９８円から８１
７円に改定されたことから、非常勤職員及び臨時的任用職員の報酬のうち
一般事務の時間額を平成２７年１０月１日から引き上げた。
　養護老人ホーム坂田苑及び坂田苑デイ・サービスセンターにおいては、
民間の介護事業所と同様に、老人介護に従事する非常勤職員が短期間で退
職することが多く、任用が安定していないことから、老人介護に従事する
非常勤職員及び臨時職員の任用を確保し、安定した運営に資するため、平
成２８年４月１日から支援員及び介護員の時間額を引き上げた。

一般事務　　　　　　　　　　　 ８００円→　 ８２０円
デイサービスセンター看護師　１,３７５円→１,５００円
支援員及び介護員　　　　　　　 ８３０円→　 ８７０円
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５

１

１

継続

取 組 方 針

　清掃手数料（ここでは、し尿処理手数料、浄化槽管理手数料及び浄化槽
清掃手数料のことをいう。以下同様とする。）について、自主財源の確保
及び受益者負担の公平性の保持を図るため、滞納整理等により前年度を上
回る手数料収納率の達成を図る。
　併せて、口座振替を促進する等、収納率の向上に資する施策を実施す
る。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 歳入の確保

実 施 項 目 前年度を上回る収納率の達成

担 当 所 属 　環境衛生課 第１次からの継続性

取 組 内 容

１　滞納者に対し、電話での納入催促及び訪問徴収を実施する。
２　滞納者に対し、督促状の送付及び中止措置の回数を増やす。
３　広報等により、口座振替の利用を促進する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　清掃手数料（現年度分）　収納率９８％
　清掃手数料（過年度分）　収納率４７％

実

績

第 １ 次

　督促、中止措置及び滞納整理等を実施
　　清掃手数料収納率（平成２０年度実績）
　　　現年度分　９７.２６％
　　　過年度分　４４.１６％
　　清掃手数料収納率（平成２１年度実績）
　　　現年度分　９７.２６％
　　　過年度分　４５.２７％

第 ２ 次

収納率
　　　　　　　　　　　　　現年度分　　　　　過年度分
　平成２３年度　　　　　９８.５０％　　　 ３７.２０％
　平成２４年度　　　　　９８.７７％　　　 ３９.１８％
　平成２５年度　　　　　９８.６２％　　　 ４５.３６％
　平成２６年度　　　　　９８.７１％　　　 ５３.４５％
　平成２７年度　　　　　９８.８３％　　　 ６１.３６％
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５

１

２

新規

取 組 方 針

　民間企業の広告を組合の刊行物や資産等へ有償で掲載することにより、
新たな自主財源の確保を図る。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 歳入の確保

実 施 項 目 広告料収入の確保

担 当 所 属 　企画財政課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　基本方針を策定し、これに基づき組合ホームページ、広報紙等（封筒等
各種印刷物、公用車への広告等）を企業の広告媒体として提供し、自主財
源として活用を図る。

終 期 の 達 成
数 値 等

　組合ホームページ、広報紙等の広告料による自主財源が確保できる。

　累計財政効果額（歳入）　１００千円

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　平成２７年３月２０日付けで山武郡市広域行政組合有料広告掲載要綱並
びに山武郡市広域行政組合広報紙「山武こういき」広告掲載基準及び山武
郡市広域行政組合ホームページバナー広告掲載基準を制定した。
　平成２７年度有料公告の応募数は８件で１２万円の収入があった。
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５

２

１

継続

取 組 方 針

　第１次集中改革プランにおいては、光熱水費の削減に取り組み、一定の
成果を上げたが、金額での評価は他の要素（原油価格等）の影響により比
較が困難であることから、使用量の削減を目指すこととし、ひいては歳出
削減につなげる。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 歳出の削減

実 施 項 目 事務執行経費の削減

担 当 所 属 　企画財政課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　電気、水、ガス等の使用量の抑制を図り、経費削減に努める。

終 期 の 達 成
数 値 等

　事務効率を考慮しつつ、電気、水、ガス等の使用量の削減を図る。

実

績

第 １ 次

　物件費の削減として、空調、電気の使用抑制を行うとともに、資源の再
利用の促進、消耗品の一括注文を行った。

　累計財政効果額（歳出）
　　△９,７９８千円（対平成１９年度 平成２０・２１年度累計）

第 ２ 次

対平成２２年度比
　平成２３年度　　　　　　　　　　　平成２４年度
　　電気使用量　　１２.６％の減　　　 電気使用量　　　３.６％の減
　　水道使用量　　１０.０％の減　　　 水道使用量　　　９.９％の減
　　ガス使用量　　　１.７％の増　　　 ガス使用量　　　５.３％の減

　平成２５年度　　　　　　　　　　　平成２６年度
　　電気使用量　　　２.９％の減　　　 電気使用量　　　４.９％の減
　　水道使用量　　　６.３％の減　　　 水道使用量　　　５.７％の減
　　ガス使用量　　　４.４％の増       ガス使用量　　　１.１％の減

　平成２７年度
　　電気使用量　　　２.０％の減
　　水道使用量　　１１.９％の減
　　ガス使用量　　　０.９％の減

　平成２７年度も引き続き電力供給の取組みとして、新電力を導入し電気
料金の削減を図ったが、環境アクアプラントにおいて平成２７年１２月か
ら２系統運転に変更したことにより、前年度と比較して電気量が増となっ
た。
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５

２

２

継続

取 組 方 針

　契約事務の透明性、公平性を確保し競争性を高めるため、入札対象事務
を拡大する。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 歳出の削減

実 施 項 目 入札対象事務の拡大

担 当 所 属 　企画財政課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　競争入札の適用事業を拡大するため、規程等の見直しを行う。
　また、入札可能な業務の更なる抽出を行う。

終 期 の 達 成
数 値 等

　入札対象の範囲が拡大され、契約事務の透明性、公平性、競争性が増や
す。

実

績

第 １ 次

　入札関係規程を整備し、一般競争入札を実施した。

　平成２１年度　業務委託　１件
　平成２２年度　工　　事　３件、物　　品　１件

第 ２ 次

　調査実施により、入札対象事業の拡大を図った。
　また、制限付き一般競争入札実施要領の一部を改正した。

　平成２３年度　指名２３件　一般１２件
　平成２４年度　指名２３件　一般１４件
　平成２５年度　指名１９件　一般２４件
　平成２６年度　指名　７件　一般３４件
　平成２７年度　指名　６件　一般３２件
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５

２

３

新規

取 組 方 針

　各所属の不用備品や遊休備品の実態を把握し横断的に使用することによ
り、備品の新規購入を抑制し経費削減を図る。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 歳出の削減

実 施 項 目 不用備品の有効活用（水平展開）

担 当 所 属 　企画財政課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　不用備品及び遊休備品の実態調査の実施
　不用備品及び遊休備品の管理・活用方法等の整備

終 期 の 達 成
数 値 等

　不用備品及び遊休備品を所属間で横断的に活用する。

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　平成２６年度に不用備品及び遊休備品の有効活用方法の周知として「不
用備品に係る水平展開処理手順」を作成し、これを基に備品の有効活用を
図った。

平成２６年度　水平展開処理１件
　　　　　　　取得額　３４,８００円

-21-



５

３

１

継続

取 組 方 針

　歳入の確保及び受益者負担の公平性を図るため、施設使用料を見直す。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 受益者負担の適正化

実 施 項 目 使用料の見直し

担 当 所 属 　企画財政課 第１次からの継続性

取 組 内 容
１　組合無償施設と類似する他団体施設の使用料を調査する。
２　条例等の整備を行う。

終 期 の 達 成
数 値 等

　原則として全ての施設の使用料を徴収するよう条例等の整備を行う。

実

績

第 １ 次

　組合の有償施設の使用料が適正か、他団体類似施設使用料を調査し、使
用料の妥当性を検証した。

　平成２２年度実績
　　医療福祉センターの行政財産使用料の見直しにより、１９４千円の
　　増収

第 ２ 次

行政財産使用料
平成２２年度　　　　　　　　　　　 　　　　平成２３年度
　アクアプラント　      ６,９６０円　　　　　アクアプラント　　　　６,０１７円
　医療福祉センター　１９４,４００円　　　　　医療福祉センター　１９４,４００円
　振興センター　 　 　４２,０００円　　　　　振興センター　　　　８５,５００円
　消防本部　　　 　　 ４２,０００円　　　　　合計　　　　　　　２８５,９１７円
　合計　　　　　　　２８５,３６０円　　　　（平成２２年度比　    　   ５５７円増）

平成２４年度（使用料の改定実施）           平成２５年度
　広域斎場　　　　　　１４,９０３円          アクアプラント　　　　６,０９０円
　アクアプラント　　　　６,０９０円          医療福祉センター　２１２,６００円
　医療福祉センター　２１３,１２０円          （うち会議室使用料　１８,２００円）
　（うち会議室使用料　１８,７２０円）        消防本部　　　 　　 １４,４００円
　振興センター　　　１２６,８４０円          振興センター　　  ２０１,１３６円
　（うち会議室使用料　　　 ８４０円）        （うち会議室使用料　８３,５３６円
　合計　　　　　　　３６０,９５３円         ［東金元気づくり株式会社が使用］）
（平成２２年度比　   ７５，５９３円増）   　 合計　　　　　 　 ４３４,２２６円
                                           （平成２２年度比  　１４８,８６６円増)

平成２６年度　　　　　　　　　　　　　　　 平成２７年度
　アクアプラント　　　　６,０９０円　　　　  アクアプラント　　　  ６,０９０円
　医療福祉センター　２２４,４６０円　　　　  医療福祉センター　２２７,７００円
　（うち会議室使用料　１７,８２０円）　　　　（うち会議室使用料　２１,０６０円）
　消防本部　　　　　  １５,１２０円　　　　  消防本部　　　　　  １５,１２０円
　振興センター　　  １２１,６００円　　　　  振興センター　　  １２８,１６０円
　（うち会議室使用料　　　 ６４０円）　　　　合計　　　　　　　３７７,０７０円
　合計　　　　　　  ３６７,２７０円　　　  （平成２２年度比 　　 ９１,７１０円増）
（平成２２年度比　　　 ８1,９１０円増）
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５

３

２

新規

取 組 方 針

　歳入の確保及び受益者負担の公平性を図るため、し尿処理手数料を見直
す。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 受益者負担の適正化

実 施 項 目 し尿処理手数料の見直し

担 当 所 属 　環境衛生課 第１次からの継続性

取 組 内 容

１　近隣市町（一部事務組合）のし尿処理手数料について調査する。
２　１の調査結果及び当施設のコスト計算を基に、基金や市町負担金を考
　慮し、料金改定について構成市町と協議する。
３　協議結果に基づき、必要に応じて料金を改定する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　し尿処理手数料の見直しにより、受益者負担の公平性を図る。

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　平成２６年度の検討結果において、当分の間、現行の手数料とすること
とした。
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５

３

３

新規

取 組 方 針

　歳入の確保及び受益者負担の公平性を図るため、山武郡市広域斎場の火
葬炉使用料等を見直す。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 受益者負担の適正化

実 施 項 目 火葬炉使用料等の見直し

担 当 所 属 　環境衛生課 第１次からの継続性

取 組 内 容

１　千葉県内の他団体の火葬炉使用料について調査する。
２　現在（平成２３年３月）、待合室の使用料は無料であるが、２部屋使
　用する場合は使用料を徴収する方向で検討を行う。
３　１、２の結果及び当施設のコスト計算を基に、市町負担金を考慮し料
　金改定について構成市町と協議する。
４　協議結果に基づき、必要に応じて料金を改定する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　火葬炉使用料等の見直しにより、受益者負担の公平性を図る。

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　平成２３年度に待合室追加使用に係る条例を整備し、平成２４年４月か
ら使用料を徴収することとした。
　また、近隣他団体の火葬炉使用料について調査し、組合の火葬炉使用料
の妥当性を確認した。

待合室追加使用
　平成２４年度　３５件　７８,０００円
　平成２５年度　２３件　５０,０００円
　平成２６年度　１８件　３８,８８０円
　平成２７年度　１８件　３８,８８０円
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５

３

４

新規

取 組 方 針

　生活保護受給者について、し尿処理手数料及び火葬炉使用料は全額免除
となっているが、保護費として支給される生活扶助費及び葬祭扶助費に当
該料金相当額が含まれていることから、受益者負担の公平性の観点から適
正化を図る。

大 分 類 経費削減等の財政効果

小 分 類 受益者負担の適正化

実 施 項 目 減免制度の見直し

担 当 所 属 　環境衛生課 第１次からの継続性

取 組 内 容

１　近隣市町（一部事務組合）の減免制度について調査する。
２　減免制度の廃止も視野に入れ、構成市町と協議する。
３　協議結果に基づき、必要に応じて減免制度を改正する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　減免制度の廃止も視野に入れた、制度改正により受益者負担の適正化を
図る。

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

（料金係）
　組合内部及び構成市町と運用方針が統一されたことから、条例改正について８
月の組合議会で議決し平成２５年４月１日に施行した。
　減免（生活保護）実施対象者２０３人に平成２５年４月１日から減免措置が廃
止になる旨通知し、周知を図った。

（斎場係）
　平成２４年５月に、構成市町に対して火葬炉使用料の生保減免制度廃止の考え
方について照会したところ、全ての市町から廃止賛成の意見が得られた。
　山武郡市広域行政組合立火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改
正を行い、平成２５年４月１日から火葬炉使用料に係る生活保護受給者の減免措
置を廃止することとし、関係機関に対し改正内容について、書面により周知を
図った。
　結果として受益者負担の公平性が確保でき、構成市町の負担軽減が図られた。

減免件数及び減免額。内（　）は生保減免数及び生保減免額
・料金係（１～６期）
　　平成２５年度　２２７件　７５８,０９８円（１６８件３９８,３６１円）
　　平成２６年度　　　３件　　１４,０８７円（　　０件 　　 　　 ０円）
　　平成２７年度　  　０件　    　　   ０円（　　０件 　　 　　 ０円）

・斎場係（４月１日～翌３月３１日）
　　平成２５年度　  １３件　１９５,０００円（    ０件　  　     ０円）
　　平成２６年度　  　７件　１０５,０００円（    ０件　　    　 ０円）
　　平成２７年度  　  ４件　  ６０,０００円（    ０件　　 　    ０円）
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６

１

１

新規

取 組 方 針

　限られた人的資源の中で、効率的、効果的に事務処理を遂行し、分権型
社会の担い手にふさわしい職員を育成するため、人材育成基本方針を策定
し、推進する。

大 分 類 その他

小 分 類 人材育成の推進

実 施 項 目 人材育成基本方針の策定

担 当 所 属 　総務課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　人材育成基本方針を策定し、組合が今後目指すべき方向性をはっきりと
具体化する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　人財育成基本方針に沿って、職員の業務能力の向上、意識改革が図ら
れ、組合の組織力が向上する。

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　職員への千葉県自治研修センター等外部研修機関による研修情報の提供
支援など環境整備に努め、職員の研修参加への意識改革が図られた。
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６

１

２

継続

取 組 方 針

　限られた人的資源の中で、効率的、効果的に事務処理を遂行し、分権型
社会に対応するため、これまで以上に職員一人ひとりの能力と意欲を高め
る必要がある。
　そこで、職員個々の自己啓発を促すとともに、職場内研修（ＯＪＴ）や
職場外研修（ＯＦＦ－ＪＴ）を通じて職員が職務遂行に必要な知識や技術
を身につけられるよう各種職員研修に積極的に参加させる。

大 分 類 その他

小 分 類 人材育成の推進

実 施 項 目 職員研修の充実

担 当 所 属 　総務課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　人材育成基本方針に基づき、職員の職場内研修（ＯＪＴ）の充実や職場
外研修（ＯＦＦ－ＪＴ）への参加の機会の拡大を図る。

終 期 の 達 成
数 値 等

　職員一人ひとりが分権型社会に対応した能力を身に付け、行政課題に対
応できる。

実

績

第 １ 次

　千葉県自治研修センター
　　法制実務研修、管理職研修、課長補佐研修、契約事務研修、市町村民
　　税研修参加
　企画課
　　新規採用職員研修、初級職員研修、中級職員基礎研修、中級職員応用
　　研修、中堅職員基礎研修、中堅応用研修、管理者研修、クレーム対応
　　研修、接遇パワーアップ研修、公務員倫理研修、その他講演会等参加

第 ２ 次

　策定した研修計画に基づき、各研修に参加させた。
　
　　　　　　　　組合主催　千葉県自治　　　消防専門研修　　　計
　　　　　　　　　　　　　研修センター
　平成２３年度　　６１名　　　　８名　　　　　　　　　　　６９名
　平成２４年度　　６２名　　　１３名　　　　　３１名　　１０６名
　平成２５年度　　８４名　　　１５名　　　　　３１名　　１３０名
　平成２６年度　　４９名　　　１８名　　　　　３８名　　１０５名
　平成２７年度　　６６名　　　１８名　　　　　３７名　　１２１名
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６

１

３

継続

取 組 方 針

　職員の能力、意欲を最大限に引き出すため、努力する職員や意欲ある職
員が評価される公平公正でわかりやすい人事評価制度の構築に取り組み、
職員一人ひとりが住民や組織から期待される行動と成果を残せる職員に成
長することを目指す。

大 分 類 その他

小 分 類 人材育成の推進

実 施 項 目 人事評価制度の推進

担 当 所 属 　総務課(消防本部総務課と連携し実施) 第１次からの継続性

取 組 内 容

　人材育成基本方針に基づき、職員の勤務や実績から、その能力や仕事ぶ
りなどを客観的に評価することによる公平な人事処遇とこれによる組織の
活性化を基本とした人事評価制度を構築する。
　そのために、構成市町の状況把握、評価者・被評価者の研修実施、人事
評価の試行と段階をおって慎重に取り組む。

終 期 の 達 成
数 値 等

　人事評価制度の策定、試行実施により、職員の意欲向上が図られる。

実

績

第 １ 次

　構成市町の動向調査を実施、情報収集を行った。
　担当者を千葉県自治研修センターの研修に参加させ、制度導入に対する
知識を深めた。

第 ２ 次

　地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６
年法律第３４号）により、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るた
め、平成２８年４月から全ての地方公共団体において人事評価制度の運用
が開始となることから、当組合においても人事評価制度を導入するため、
全職員（非常勤職員、臨時的任用職員及び再任用職員を除く。）を対象に
平成２７年９月８日から１１日まで、人事評価制度研修を実施した。
　平成２７年１０月１日から人事評価制度の試行を実施し、平成２７年１
０月末までに期首面談、平成２８年１月末までに自己申告及び一次評価、
２月末までに二次評価、３月末までに期末面談を行った。
　平成２８年３月２４日付けで「山武郡市広域行政組合職員の人事評価実
施規程」、平成２８年３月３０日付けで「人事評価実施要領（運用の手引
き）」を策定した。
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６

２

１

継続

取 組 方 針

　住民に信頼される行政を目指し、住民が必要とする情報をわかりやすく
提供する。

大 分 類 その他

小 分 類 情報公開の推進

実 施 項 目 広報活動の充実

担 当 所 属 　企画財政課 第１次からの継続性

取 組 内 容

１　組合ホームページにより、タイムリーな情報提供を行う。
２　組合広報紙を通じて、情報通信技術（特にインターネット）の恩恵を
　受けることができない住民にも、組合情報を広く提供する。
３　欲しい情報を取り出し易いようにするため、組合ホームページの構成
　や広報紙記事の質を向上させる。

終 期 の 達 成
数 値 等

　組合の事務事業の内容を広く住民に伝えることにより、組合業務への住
民の理解が深まる。
　また、住民への説明責任を果たす。

実

績

第 １ 次

　ホームページ閲覧数
　　平成２０年度 　　 ３４,０４３回（月平均２,８３７回）
　　平成２１年度 　　 ３１,５９７回（月平均２,６３３回）
　　平成２２年度見込　４２,２６４回（月平均３,５２２回）
　広報紙発行数
　　平成２０年度　　　約６７,６００部／回（年１回発行）
　　平成２１年度　　　約６８,４００部／回（年２回発行）
　　平成２２年度　　　約６７,９００部／回（年２回発行）

第 ２ 次

　ホームページ閲覧数
　　平成２３年度　　　３６,２２８回（月平均３,０１９回）
　　平成２４年度　　　４２,８１０回（月平均３,５６７回）
　　平成２５年度　　　３９,４５７回（月平均３,２８８回）
　　平成２６年度　　　４３,３１６回（月平均３,６０９回）
　　平成２７年度　　　４４,５０１回（月平均３,７０８回）
　広報発行部数
　　平成２３年度　　　６８,０１６部／回（年２回発行）
　　平成２４年度　　　６７,１８６部／回（年２回発行）
　　平成２５年度　　　６７,５２４部／回（年２回発行）
　　平成２６年度　　　６７,１４３部／回（年２回発行）
　　平成２７年度　　　６６,６９１部／回（年２回発行）
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６

２

２

新規

取 組 方 針

　組合の財務状況等について、住民へ分かりやすく情報公開を行う。

大 分 類 その他

小 分 類 情報公開の推進

実 施 項 目 財務状況等の情報公開

担 当 所 属 　企画財政課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　これまで公開してきた「当初予算の概要」、「決算の概要」について
は、引き続き積極的に公開を行う。
　また、総務省が示している新地方公会計制度による財務書類４表（貸借
対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）につい
ても、さらに調査研究を行い、住民に分かりやすく情報公開する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　新地方公会計制度に対応した財務会計システムを導入し、財務書類４表
を情報公開する。
　これにより、財政の透明性の向上、住民への説明責任がより適正に果た
される。

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　「予算の公表（補正分）」及び「決算の概要」については、積極的に組
合ホームページ及び広報「山武こういき」にて公開した。
　また、予算書の内容全てをホームページに公開し、ダウンロード可能な
措置を図った。
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６

３

１

新規

取 組 方 針

　重傷者の救命率の向上を図るため、救急隊員が現場に到着するまで住民
の方が応急手当を実施できるよう応急手当方法（心肺蘇生法やＡＥＤの使
用方法）の普及を図る。

大 分 類 その他

小 分 類 住民の安全な暮らしを支援

実 施 項 目 応急手当の普及

担 当 所 属 　消防本部警防課 第１次からの継続性

取 組 内 容

　心肺蘇生法やＡＥＤ使用方法の講習会を開催する。

終 期 の 達 成
数 値 等

　講習会での命を救う技術の習得や模擬体験を通じて、住民の方がいざと
いうとき応急手当を行うことができる。

　累計参加者数　　６００人

実

績

第 １ 次

第 ２ 次

　　　　　　　　上級救命講習　 　普通救命講習
　平成２３年度　　１９２名　　　 １,４３６名
　平成２４年度　　２３１名　　　 １,２５２名
　平成２５年度　　１５５名　　　 １,２４０名
　平成２６年度　　１８６名　　　 １,６９８名
  平成２７年度　　２０２名　　　 １,２７８名
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